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フォード低価格政策形成の意義

小野秀生

はじめに

恐慌史の研究において，その理論の具体化として，諸資本の現実的運動・競

争論視角からの分析の必要性が主張されて久しい"。

小論は，大恐慌にいたる過程でのアメりカ自動車産業の再編成の特質と競争

の態様をあきらかにし，独占段階の恐慌と競争の関連に接近しようという試み

亡ある。その際，現実の競争を媒介する価格関係，独占体の価格政策の意義を

確定することが必要と思われる。

従来からも，大恐慌lこいたるアメリカ経済構造にしめる自動車産業の戦略的

重要性について，あるいは，その国民経済過程における意義については，多〈

の解明がなされてきた。だが，それらの多〈は，企業経営史的方法，部門経済

史的方法.さらに国民経済的規模での把握の場合では I新機軸」の性格分析

という方法がとられてきたために，この過程で顕著な対抗をなした独占体相互

の競争戦，とりわけ，独占体の価格政策を基準とする対抗がいかに整備され，

ζれらがどのように現実の過剰生産の条件と結びついたかという問題と Lては

十分に評価されてきたとはいえない。

一般には，固有な資本の過剰の問題が，恐慌へのプロセスにあって，価格安

定と生産安定の二律背反という現象として，あるいは，独占価格の硬直化の問

題が，生産制限→雇用減退→所得分配の不平等→需要の限界点の形成とし、うシ

ヱーマの前提のもとに，いわば I再生産ゆきづまり」論とでもいうべき視角

をとおして過剰生産の原困に結合されるか，再生産上の産業再編成にともなう

1) 種瀬茂， rl詩童話本り競争」と恐慌と四関連について， I一橋論叢」第46巷第4号，昭和33年8
月。
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一般的な不均衡な発展，産業部門連関の不十分性という形で解明されてきたぺ

価格を媒介とする競争戦という視角でみると，当時のアメリカ自動車産業を

特徴づけていたものは，一方では， フォードの技術的独占を基礎とする「低価

格と高能率」政策，他方では. G Mの金融・管理技術独占を背景とする「管理

価格と経営の弾力性」政策の典型的な対抗であり，この過程で整備きれた競争

手段を挺了として，後者による前者の匡倒がすすんだだけでなく，自らも社会

全体の無政府的生産に参加することにならざるをえなかったととが示されるで

あろう。

競争の水準を，一応の時期区分によって示すとすれば I大略， ζの産業の

歴史には. 3つの明瞭な段階があった。第 lは，無数の企業がこの事業に参加

した第1次大戦までの産業形成期である。どの単一企業も支配的地位を維持す

ることは困難であり，集中は当時の流行の水準からはきわだって低かった。第

2は，フォード支配の時代であり，第 1次大戦初期から始って. 1927-28年の

T型車からA型車への転換の時期を例外として， 1930年まで続いた。第3は，

1931年から現在まで，その顕著な特徴は， GMの圧倒的な支配的地位である。J"

こうした展開は，私的所有と商品生産の土台のうえに行われるのだが， A' 

チャ Y ドヲーの適応理論の立場か与は，生産とそのための資金調達のための財

務に主要な関心がはらわれるフォードの「成長戦略」から，経営管理，組織，

マーゲッティ Y グに配慮がはらわれた「競争戦略」の代表としてのGMの優位

2) 官官勝.i'E要光彦の両氏は. r古典的帝国主義」とは異って. 2~年代のアメリヵでは財久消
費財産業を金融資本が把えた段階と把握され，そ"4持有の蓄積様式，競争形態が，景気信環，恐
慌守主導L.形態変 Eを本たらすとされたが，その際.2C年代前半の pentup demandの顕在
化，自動車市場拡大，関連産業へ白波及という図式から，一転して独占成立，独占価格の硬直化
を媒介に需要開拓悼力の喪失として先のシェーマの逆転を用いられ，一時期「株式プ ム」にか
くされたとはいえ顕在化せざるをえなかったと説明される. (他美光彦，自動車産業，主野井芳
郎編「大恐慌0)1¥汗兜 l昭和39年.215ページ.Rび吉富勝「アメリカ白大恐骨む昭和4D年.267ペ
ージ〉。 他方，岡本主孝氏は，吏通再編，産業再編成の視角から，鉄鋼需要形成者としての鉄道
から自動車の代替の低位さ，限界自うちに.2C年代繁栄の限界，慢性恐慌の基礎をみられ，むし
ろ 般的な当時の産業連関不均衡に恐瀧の要因をみようとされた白 〈岡本友孝，新興産業として
のアメリカ自動車工業 f商掌論事」第35巻第2.3. 4号，昭和41年〉。

3) U. S. 85th.， Congress 2d Se団 ion，U. S. Senate. Subcomm世田 onAntitrust & Monopo!y 
of the Committee on the }udiciary， Administered 1ろr-iced;Automobile， 1958， p. 4 
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性と映っているの。 しかし，独占価格を，生産の集積・集中と独占的協定によ

る市場支配力によって，原価プラス平均的報酬のうえに，企業の内と外の合理

化と追加的プレミアム獲得の基準をつ〈りだす市場価格であるという視角をも

って競争を媒介する価格政策をみてみるならば，その適応能力を高めれば高め

るほど，より大きな規模と内容をもっ経営危機・現実的恐慌の基盤を醸成する。

←一一この点が以下の課題である。

I セ)~デン特許体制と低価格政策

フォ ドの低価格政策の形成期における競争戦と集中運動の態様をみ畠とき，

初期の自動車産業の資本動員と資本形成の特殊性に注目することができる。

「自動車製造業者が最小投資で最大収益を享受することができたのは， 三つ

の主な要因による，第 1に，彼は通例， 自動車部品のアセンプヲーという以上

には自動車製造業者とはいいえなかった。第2に，彼は部品を信用で購買した

が，彼の車は現金で販売した。第3に，彼は非常に高い草当り利益を得た。J"

最小限の資本設備をもっ，アセンプりを主体とした小企業が，すでに実在し

た同族・関連資本設備の所有者(他資本〕に， その資本負担， したがってその

リスクを転嫁，分散しつつ，利潤の再投資をつうじて成長してきた。

1904年までに35社，その後，新企業の族生により，いわば過当競争の様相を

呈しつつ， 1921年には，同産業史上で最高の日自社を記録した。他方，失敗率と

いう点では， 1910年および1923-24年に顕著であるの。〔第 l表〕

ζ り過程で， はや〈も 2つの典型的な産業安定化計画が組織されている。

その 1つは 1904年の同業組合 theAssociation of Liccnscd Automobile 

Manufacturers (ALAM)の組織化である。 これは，その後，特許プーノレ制，

グロスヲイセYス制などを管理した theSociety of Automobile Engineers 

4) Alfred. D. Chandler Jr.， G悶 ntEntert門 se;Ford， GM  & Au加 m品晶 Jndusl門.1964. 
pp. 95-96，内田忠夫他訳「競争の戦略」昭和45年， 152-153ベ一三人

5) E. D. Koennedy， The Au白勿回bileIndust;r;y， 1942， pp町一白1
6) R. C. Epstein.， The Automobile Indust'γy， Its &onomic & Commerc日~l Development， 
1928， pp. 175-176 
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Automobile Chamber of Commerce (NACC) 

や，現在の AutomobileManufacturers Assoc.， 

(AMA)の匹芽である。そのH的は，特許権の管

いわゆる「夜逃げ組」ーーー自動車理主つうじ，

産業に参入し，車を 2~3 台製造して，大衆の掌

中に「孤児車」を残したまま退いていくもの

自動車産業を安定させようと一一ーを排除して，

いうのであった。

15人の西部人たちが同意に達した条件はつ

き=の如〈であった。

1.25 %の特許料を電気向動第 l 我等は，

車会社 (theColumbia & E. V. Co.， 引用者注)

我等の協会に0.5%支払う。

第 2一一当協会はこの特許のもとで罰せられ

るもの，罰せられぬものを指定する。

第 3一一当協会はこの特許のもとで認可され

されないものを指定する。J"

当時，特許自体はすでに技術的に

無意味化していたセノレデ γ特許権を挺子に， セ
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4臨 P国 世主 ノレデγ特許実施権を自動車製造業者に割当て，

ALAMの組合員資格を統制し，他方， 特許実

施権得取者は， 電気自動車会社(特許権所有〉を含む 5社の執行委員会に特許

料として製造車の表記価格の1.25%を納入し，

セノレデ:/， ALAMに配分された。

その収益は， 2: 1: 2の比率で，

電気自動車会社，

7) Allan Nevins， Ford， the Time， the Man. the C町lPany，1954， p. 293なお， 1908年 6月

以降. 1. 25弘の特許料は0.7511もに改訂された“
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以上からあきらかなように， ζ の ALAMの本質は，安定化のために結集

した大・中企業の規格化，標準化運動であるとともに，特許権管理を盾とした

カルテノレ価格協定り形成にほかならない。

特許権管理を盾とするカノレブノレ価格の意義は，形成期の自動車産業に， その

実施期間をつうじ 580万ドルの特許収益田計上を課したことにある。

このなかで，裁判費だけで50万ドルといわれるゼルデγ特許裁判を誘発L，

ALAMに対抗して，フォ ドは1907年に theAmerican Motor Car Manu-

facturers Asso.， (AMCMA)を組織した。 1909年のフォードの敗訴とともに，

AMCMAの崩壊， 1911年の「特許は有効だが，フォ ドには該当しない」と

いう妥協形態をもって終結したへ

いま 1つの「初期の競争戦」への安定化計画は， 1908-10年にかけて試みら

れたコンビネ ション計画である。発起者の 1人， M ・ブリ月コは，つぎのよ

うに説明している。

11908年のこの年，我々の多くは，産業は困難にとりまかれていると思った。

そ乙で，販売可能な全ての自動車を売りたいという願望からというよりは，む

しろ，自動車産業にも，たとえていえば，鉄鋼業に U ・5スチールの占める如

き支配的影響をもとうというねらいから，亡の虚業の主要会社のコンピネー γ

ョンを形成しようという願望が，我々のなかの若干の人々に起った。その結果，

我々が誤りと信ずる者の存在は不可能となろう。」

「自動車生産物の多様性を提供することによって自動車生産の危険をプール

すること」めこの「危険プール」方式の安定化計画は， 190B年のピョ ν ク， フ

ォード， レオ，マヅクスウ z ノレ・プリスコを核色する大連合計画では，フォー

ド，オーノレズの300万ドル現金要求により流産し，次いで計画されたピ z ツク，

マ少グスウエノレ・プリスコを核とするイ Yターナショナノレ，モーターズ構烈で

8) lbid.， pp. 435-440なおセルデγ裁判闘争の意議については， 岡田賢， ALAM対フォー
ド自動車， r経揖論叢 l第94場第 1号。

9) L. H Seltzer， A Fillancwl Hist01ッofthe American Autonwbile lndust叩'， 1928，p 

321<び P.36 
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は， J. W.パーキンスなど J&Pモノレガγ商会の承認のもとにすすんだか，

「他ならぬ F.L ステットソ γ 〔モルガン代理人 引用者)が，新計画の完成

を}g否したJ10
) 結果， GMCo.，及び USモーター〔フィア λ コ〉にそれぞれ結

品した。創設されたGMにより， フォードへの再度の買収計画が中L込まれた

が，フォ ドの 800万ドルの現金要求と， これにみあう銀行集団の支持が与え

られず不成功だった。

当時，銀行集団の新興自動車産業への対応は， I消極的」だった。たEえば，

「危険プーノレ l方式として展開された GMや USM(フィアスコ)のコンビネ

ーショ Y 計画と，その資金調達，金融逼迫にたいし， GMについては， 7%以

上の金利で1500万ドル貸付， うち250万ドノレを手数料と Lて棒引し，同株式60日

万ドノレ分の取得を条件とL.その銀行家管理時代 (1911-16年〕をもたらすとと

もに，その間，いわば健全財政主義とでもいうべき経営合理化政策を実施して

いる。その骨子町は，

(1) 自動車11部門中 4部門以外の解散とトラック部門の統合。

(2) 優先株の規則的配当と普通株の無配当。

(3) 利潤の再投資3000万ドノレ。

(4) 手形の償還，未払負債の決済。

他万， USM (フィアスコ〉は，投済'./:/ジケートも組織されず， 191<:年には

破産におい ζ まれ亡いる。

特許権にもとづくカルテノレ価格 i危険プール」方式にもとづくコンビネ-

S/-' γ計画，これら 2つの計画は，規格化，標準化という点での前進，安定化

をもたらしたが，それとともに，金融負担と高価格化などの反作用をもたねば

ならな古コっTご。

以上のような諸条件に対抗し I公正な競争」を標傍したフォードは， 1907 

年，単一車種方針を決定し，所謂「低価格と高能率」政策を主張した。その主

10) Ib昭'd.， p. 35 

11) Ibid.. pp_ 166-170 
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な内容をフォードの見解によって要約すると，低価格政策を基準に大量生産・

大量販売を合理化することであった。

「いかなるものといえど，それが有する価値以上との交換ということになれ

ば決して多〈売ることはできない。」

「我々がそのためにまず第 1に設定するのは価格である。そして，最大量製

造昔る ιとができ，販売する ζ との可能となる最低価格である。価格をそうし

た数値に決定するや杏や，競争は始まる以前に排除されるo ある部分では

ダ、イスの費用は1100ドルであった。 100個の機械を造るとすれば，各々14ドノレ

となる 1万個の場合なら各14セントとなろう。軍全体に同じ仕方を用いよ，

そうすると我々がなしうる方法について一定のアイディアを得ることができ

る。 1
12

)

フォードは， これら生産・財務統制j上の要請を低価格政策に結合した計画を，

15/.状電光的イノベージョ YJ と賞讃したが，この計画が一応の完成をみた1914

年段階の費用分析にてらしてみると，その意図はいっそうあきらかである。

車当りの費用分析によると(第2表).まずメーカーに確実な利潤を保障した

うえで. (1)相対的にウェイトの高い製造費用. (2)卸売・小売販売費の単位当

りの低位さと販売量による補完. (3)広告， 販売， 間接費の圧縮と量産による

第 2表価桔クラλ EI]7ォ ドの原価分析表

!ソォードクラス| 1000クラλ 2000クヲメ、 4000クラス

原料，労働|事担o(附)I …11…ω1 
1900 (47%) 

l 販売| 100 ο0%) I 250 (盟%)I 550 (14%) 

小売 1 お 0何%)1 5凶 (25 %) I 1200 (30%) 

製造者利潤 100 (1R%) 100 (1伽| 350 ( 9%) 

消費者 へ「車問
コスト

出所) Allan Nevins目 Ford.the Tbne， the M町z，the Company， 1954， p. 651 

12) Al1回目eVIsS 噌 czt.，ロ 352
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分散， (4)消費者への最低価格車供給と、ンェアの確保， という意図が明瞭にも

りこまれている。とくに，低価格化による大量市場の前提は， 1907年の単一車

種方針白決定， 1909年目T型への統一以後，そのアアリング章は 950ドノレから

4年後には550ドノレに引下げられ， ヲYアパウト車も1913年550Iりレ， 1914年500

ドノレ水準に引下げられると，次の他社の競合草との間に450ドノレの格差を生じ，

ζ の堅固な地位は I販売問題をも単純化」するほどであった問。

すなわち，フォ ドの低価格政策は，技術 kの独占を背景として，大量牛産

と大量販売を結合し，単一車種方針のラインにそって，規格化・周期大量生産

・販売(シングロナイゼイション〕過程をつうじ，労働・生産等の内部統制手段

の発展をはかり，他方，市場シヱアの拡大，市場条件の変草を予定したうえで

の基準を提示する独占価格であった。

フォードの生産・経営を能率性の視角からみた， J. B. V イによると1ペ フ

ォードの成功条件は，単純に低価格化をはかったのではなしまず，多品種生

産による更新の不能率を避け，単一車種に集中して大量生産の規格化条件を整

え，第 2段階で徹底した効率化の達成によってコストの切下げをはかるという，

二段階方式を区別していたLとにあるという。だが，この二段階方式を媒介し

たのが，費用分析の背後にある技術の独占と，低価格政策に表明される合理化

基準の設定，これを現実化する ιとを可能にLた諸関係己ある。

まず，われわれが内部統制手段と表現したものは，フォードの工場内の組織

性とそこでの合理iι過程だけではなし、。同期大量生産，販売方式を合理化する

うえで， フォード企業(法的所有形式〉の内外にあって， 実質土，フォ ドの

生産力と Lて意識され，利用，統制される諸過程がふ〈まれる。冒頭にみた如

し その資本負担を「本質的に新産業の外部に位置した資本所有に大部分転

嫁 1する特殊の便宜の前提，あるいは， L. H.セノレツァの「資本の間接動員方

13) Ibid.， p. 488. 
14) J. B. Rae， The Ameriιan Automobile; A B円 'efHistory， 1965， p. 59，岩崎玄他訳「ア

メリカの自動車J昭和44年， 83へージ，及びAmerica万 AutomobileJ¥.品川-tfai:tu同町 The
First Forty Years， 1959， pp. 105-106 
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式」即の現実化という点に対応した低価格政策の内部統制手段の発展である。

自動車製造業者は，その初期から，原料・部品・アクセサリー供給メーカー

に産業連関的に対時していただけでなく，また，ディ ラー，ディ λ トリビ品

ターなど資本所有にたいし偶然的に対崎していただけでもない。私的所有と

商品生産の土台白うえでり集積・集中をすすめるにあたって，営業の秘密の問

題としての価格の設定という仕事比公表価格制度を軸に，価格の決定権を掌

握 Lた弓えで，両段階を統制することが内界的には合まれていたのである。同

由にいいたてられた価格の実現は，事後的にのみ貫徹するとはいえ， この価格

の決定権は，自由競争から独占への転化とともにーの質的変化をうけとるもの

と思われる。

自動車産業における価格政策，価格管理を跡づけた， H. B ヴァ γダーブノレ

ーは，管理価格の茄芽的発生史を， 1905年頃からの公表価格制度に求め(まさ

に，その形式だけだが)，つぎの如〈主張Lている向。

第 1に，その形式からみれば I自動車の価格は製造業者によって決められ

る。〔この慣行にたいする新しい言葉は， Iradminist町ed く管理価格)~である。〕そして，

価格はいったん決められると，モデル年を通して常態では維持され，……固定

しているはず」である。

第 2に Iιれらり価格は，ディーラーの新車販売の粗利潤部分となるディ

ーラー，プイ λ トリビューターへの許容部分を合意している。」

第 3に I製造業者の複雑で高度な商品に関する生産・分配費用が収益をも

たらすとして，一定の利潤をもって取戻されることが必要」である以上 I最

初から製造業は，設定された価格で，市場の両段階を考慮するように強いられ

ている。」

公表価格制度そのものは，一般には「潜在的購買者への広告の意義J，r販売

の問題はなによりもまず教育の問題」として把握されているのだが.個別資本

15) L H. Seltzer， op. cit.， pp. 267-27{) 
16) H. B. Vanderblue， ~Prici暗 Polices In出e~AutOll日。bile Industry， Ha町 'ardBusiness 

Revu凹" VoL 17， No. 4， Summ日 1939，p. 386 
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の蓄積過程では，内部統制と市場支配への基準と Lて位置づけられている。さ

らに， この公表価格制度の意義について，ヴアンダーブルーは，第 1に， I価格

が拡張する市場 C，当面白利益を求めて，長期的な重要性を考慮することなし

顧客を食いものにするかもしれないディーラーにたいし，公正に設定されるよ

う保障することであった。かかる購買者の保護ということが，価格公表の一つ

の真の理由である。」とL.-，第 2に I自分自身の資本必要に備えねばならない

(製造業者の 引用者〉ディーラーとの製造契約上の秩序だった基礎を準備する

必要性」から生主れたものとし，なおかつ， I価格が製造業者によって固定さ

れるという現象は， その判断の正確さを保証されるものではない〔つまり実現

条件は貫徹する )J限定をもっ以上， これらの制度は擁護されるべきであるとい

よ m
ノ 0

われわれは， この製造業者による価格決定権を掌握したうえにたった生産の

集積・集中，競争手段の整備再編の過程をフォードにおいて，さらに， GMに

おいてあきらかにするであろうが， この形式のもとで，パーツメーカー，原料

メーカーの価格政策，中小メーカーへの営業の秘密の剥奪，管理の内容がいか

に発展し，他方では，ディーヲ 統制，消費者金融制度に媒介される消費者統

制手段の展開といった自動車産業に特有な蓄積様式が競争手段となるわけを仙

格政策にむすびつけてあきらかにするであろう。

さしあたって，フォードの低価格政策は，そり生産，分配Vステムにおける

合理的編成，正確性，等時性，月ピードイじという， フォードシステムを支える

3つの合理化「概念」をつよめることによって，企業の外部に位置する周辺部

分の合理化計画と堅〈結合Lてその独占力の強化がはかられるものと意識され

ている。かくして，パーツメーカー，ディーラーなど周辺企業の存在を前提に，

大量生産，大量販売が相互に規定しあう，低価格政策の競争戦上の意義を現実

過程において把握せねばならない。

ただし，フォードの想定した「安価な運輸手段の開発」という点に集約され

17) Ibid.， pp. 387 
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る市場条件の変革の意義は，交通一運輸手段として，資本にとっての「生産の

一般的条件J1S
)としての性格， 鉄道との競争， 農村市場と園内市場形成の意味

など多角的に考慮されねばならないが，この長については，ととではふれられ

ない。

II 低価格政策と垂直的統合過程

1913年の定置式から移動式への転換， 1914年の完全アセ Yプリライ Yの完成，

全国的分工場制度と系列ディラー組織の確立 5ドノレ賃金政策など，いわゆる

フォードVステムの名で呼ばれる特有の経営様式の確立によ勺て，セノレデン特

許体制からソォード体制lへり移行が"ーんだ。同年には，全自動草生産の 39.6

第 3表 10大生産者による自動車生産台数とシニL ア

年 次 1912 1917 1923 1926 

プ オ ド 785，432 1，442，950 

(シェア) % (20.8) ( 41.9) (51.2) (32.6) 

G 798，555 1，234，850 

戸、チュードベーカ 28，523 42，357 145，167 111，315 

ダ ヅ ジ ------一一一一一平 90，000 179，505 331，764 

ウィリ fオーバー
22，548 130，988 196，038 179，103 ランド

マックス'ンェ'"二
~ 81，667 67，374 175，020 クライスラー

ノ、 ド ソ :ノ 5，449 21，320 88.184 244，667 

レ オ 6.342 30.246 31，880 34，542 

パッ カ ー ド 4，559 19，475 22，930 34.000 

ナ ツ シ エ ー一一一一一一 12，179 55，569 137，376 

10 社合 1，416，783 3，925，587 

シ エ ア (51.7) (70.6) I (90.1) (88.6) 

全 体 i 4，0'干9，992 4，428，286 

出所) L. 11. Seltzer， A Financial History of the American Aut，田畑みiJelndusかでy1928. 
p. 57. (一部修正)

18) K マルクス「経済学批判要綱(草案)J高木章二郎訳， 460ベージ。
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% (翌日年48%)を占め，さらに，当時の 4価格領域の最低価格領域600ドル以

下では実に96%を独占した刷。(第3表参照〕

低価格政策を基準として「営業費の統制の問題」としてつかまれるシ γ クロ

ナイゼイジョ Y過程の統制の諸手段は，二つの局面を経過したといってよい。

(1)単一車種方針からフォ ド体制の確立 (19回ー1914年〕

低価格政策を合理化するうえで.そしてまた.ー担.同一規格化にもとづ〈

アセ Y プり・ライ y ・マスプロ方式とその自動化の体制が確立されてゆ〈につ

れて，その効率化の原則は，企業内の生産の組織性を高めるとともに.その産

業上の特殊な便宜の独占化は，その外部に自己の姿を押印することを介して行

われる。

フォードの社史を画する主要工場は. 1906年のピケ'Yr-・アヘニュー工場

(3階建てピルでアセンプリに専業). 1909年のハイランド・パーク工場(単一車種

T型の代表工場). 1915年から1925年に完全操業化するリバー・ノレージ z 工場で

ある。

単一車種方式の決定とハイランド・パーク工場の操業後，第 1に，企業内の

生産の組織性は，従来からも指摘されてきた昭如〈典型的なものであった。 ょ

の点では，他の生産者が「危険プル」方式により，むしろ，多品種生産の年

々の更新にともなう金融的困難に遭遇したことと比較すると対照的であろう。

ここでは，その一般的特徴を指摘するにとどめてみてみよう u

① 1場内分業のいっそうの細分化専門化は，古い熟練・半熟練・不熟練

労働の区分を標準化し， その「熟練」獲得に 3 日 ~2週間程度で十分という

「新しいタイプの産業労働者」群を創出した。(第4表参照〕

「もL-.熟練労働に依存していたならば，フォード営業の現在の規模は不可

能であった。J"

19) C. C. Edmond， Tendencies in the Automobile Industry， The Ame円canEconamic 
氏目iew，voJ. 13， No. 3， 19l3. p. 441 

20) フォ ドシステムの労働過程の反作用についての研究は， R. W. Dunn， Labor and Autか
mobile， 1'::1:l'J， p 抽以七

21)' L. H. Selt配 r，op. cit.， p. 102 
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① 細分化した分業は，自動機械体系の導入にみちびき，あらゆる作業の計

算可能性の拡大，労働者の機械体系への一層の従属 1科学的管理法」の基礎

を提供した。日当り生産能力，標準生産ベ一見，生産と単位コスト分析，労働

能率の測定， 機械の正常産出高に均衡した標準作業と日労働(動作・継起的時間

研究)が，プレミアム・ボーナス報酬計画策定の基礎を提供した。

③ こうした過程は，汗と油を搾り出す方法として， フォードの監督官が告

白しているように 18時間労働ののち， 泥酔ふ遊興の余地もない」水準聞

であった。有名な 5 ドル賃金政策も，その適用条件は 6カ月以上の継続勤務

者に資格を限定L.季節的・景気的変動とともに不安定な雇用条件を与えられ

ていた自動車産業労働者の定着・吸引の前提であった。

④ 「営業費の統制」からいえば， レイ・オフ制の発展とともに， 時間賃率

の一定の高さは労働生産性に均衡化され，つねに総賃金支払いの低位さは確保

されていたo (第4表参問、〕

第 4表 自動車産業における労働者の編成と規格化の適用

職 種 |調査事業所|労働者|平均時間賃率|緯力構成

I 機 械 係 39 、 12，332 68 (増大)

E 組 立 ユニ 40 4，631 66 (み〉

E 熟練工〈平職〉 34 2，360 最高 84 
結な論し減的テー少タN 検査，試験係 31 4，043 61 

V 補助要員 23 653 56 " 
111 雑役一般労働者 24 2，307 最低 46 減 少

出所) Charles E. Reite!， Machinery and Its Effect upon the Wo品目sin the Automotive 
Industry， The Annals of t加 AmericaJ包 A四品別.yof Poutical and晶 cialSaence， 
Vol. CXVI. No. 205， 1924， p. 40 

第 2に，部品供給業者との関係では，競争入札や購入制度を意識的に活用し，

価格を切り下げさせ，その価格内容を知り尽してしぺ活動をすすめ，さらに，

22) C. E. Reitel， Machinery & Its E任配tupon the Worke四 inthe Automotive Industry， 
the A肌 alsof the American Academy of Political and品'ocial&ie町 e，Vol. CXVI， 
No. 205， 1924， p. 38 
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彼らを特殊化，専門化させていった。そのうえ，一定の資金援助とひきかえに.

部品供給業者の配置，再編を行い，その製造行程の指揮， 監督を推進した叫。

規格化を前提にした量産は，原料，部品購入に便益を与えることは明らかで

あって，たとえば， 100万のラ Yプ 12日0万のヒクコリ材の購入で最高の値引

きを得た。現金購入が実施される時はと〈にきわだっていた。 1913年，アメリ

カン・トップ社 (AmericanTop. Co.)， ビューデヅト・ボディ社 (Beaudette

Body Co.)， ホーレイ・キャブレタ一社くHolleyCarburetor)の全生産額を購入

し，主主除Lの手会社にくみこんだ。また， ファイアスト-:/・タイヤ・ゴム社

一 (Fires柏田 Tire& Rubber Co.) からの購入では， 1911年88万ドノレ 12年120万

Fノレ， 13年 200万下ノレの拡大にあたって，現金購入の見返りに，大幅な値引を

利用して150~200万ドルの不労利潤をえた等々判。

さらに，営業費統制のための諸手段は，部品納入の優先権の保障，部品提供

業者の用いる鉄鋼等の独占価格原材料物資の場合には，ーたんフォードが購入

し，品質と価格を確めたうえで，それを原価で余命業去1::卓会す主与えチiゐ

実施，技術専門家の派遣によるかれらの企業内容の監督などであった。

他方，部品提供業者は， フ宏一ドとの契約の強さにもとづいて，フォードの

指揮のもとに工場再整備，転換が可能となった。彼らは「つねにフォードにた

いしてすすんで原価またはそれ以下で販売を行った。 というのは， 彼らはフ

ォ ド亭の置換需要の膨大な市場が補助的収益を与えるだろうと感じていたか

ら。J'司と。だが，傍点を付Lた問題はのちにふれなければならない。

この点をいっそう明確に示すうえで，規格化，標準化運動における諸種の特

許プ ノレをめぐる自動車大メーカーと部品供給業者の対立過程は典型的である。

ALAM 改組後の NACCは 1915年に特許の相互実施権供与協定 (cross-

licensing)を締結し， 一定の特許プールの発展を示した。 だが，その技術部の

SAEの部品に関ずる規格化では，小メーカーの 括規格化要求にたいし. 自

23)都市，農村への再編成への膳響等についτ，R. C. E戸.tein，噌 cit.，pp. 7-17. 
24) A. Nevins. op. cit.， pp. 492-493 
25) Ibi瓦， p. 49'L 
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動車大メーカーは反対の立場をとり，むしろ，個別取引で必要な規格化を確保

しつつ，うえにのべたような値引き政策を選んだ冊。 この低水準な特許プール

は中小メーカーのイニシァチプによるといわれたが，むしろ， うえにのべた過

程とともに，部品供給業者，中小メーカーが独自に開発した特許を彼らから解

放してい〈過程であった軒。フォードやパッカードは ζれに参加せず， むしろ，

ICC (Interstate Com皿 erceComm回目的とともに「独占行為」として攻撃した。

他方，フォ ドは，以上の購入制度を王場内の生産計画に適用させるうえで

も，効果的な分割購入契約を実施した。まず，生産の合理的編成という側面か

らは I単一のシャシ にたいL，1000~4000の各部品ピースが，毎日，正確

な場所，正確な時間に供給きれねばならなかった。……論理的には， 25，000台

の車のための部品の安全な余裕量が旦トッグで維持された。現実には，工場の

実情として極大5000台，極小3000台分を十分な部品量に設定していた。その極

度に狭い幅についての正確な記録の保持が本質的であった。監督官は多量の部

品がどのように生産され， どのようにストックされているかを知らねばならな

かった。」劃このため r営業部門は，・ 通常 1つの全シーズγの必要量に

よってではなし市場の動きに従って分割契約した。」開季節的，景気的変動に

ともなう資本負担， リスクが，分割契約形式を媒介にして，周辺企業に転嫁さ

れるとともに，この聞の差額が，利益に揺される ζととなった。

のちに，ダッジ訴訟を惹起したフォ ドの部品提供業者，ダッジ・プラザー

ズ社 (D吋geBrothe四 Inc.)は， この部品供給の不安定性，価格動約の打切りの

危険などから，独自のダッジ自動車を開始したことはよく知られるところであ

るヘ
第 3に，フォード白直接生産過程の延長であるとともに，市場と販路を独占

26) J. B. Rae， ot. ci伝.p. 80 
27) Ib起， p. 287特許 A.B申区分のもと61全員， 547特許よりなったが，フォードが正式に参

加したのは.1956年であるo TNE巴.Hearings 1¥ゐ 2.Patents; Auto明 obileln品 stry，pp 
55-58書照図

28) A. Nevins， o.ρcit.; p. 507 
29) Ibid.， p. 499. 

30) Ibid.， p. 479 
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していく手段としての全国的分工場制度は. 1909年に計画され， 12~13年に一

定の完成をみた。これが，低価格政策を合理化し，生産，販売の諸過程の支配

と統制Q，フォ ドの競争力を支える背骨であった。

「全分工場は，アセンプリと輸送センターであるとともに，販売と管理セン

ターであった。」町

この分工場制のもたらす資本節約上の役割，ノッタ・ダウ Y方式と結合され

ることによる輸送費 E 流通資本の節約中工場スベース=固定資本の節約上の意

義叫を一般にのべるととはここでの課題ではなし、。むしろ且それらを前提にL

つつ，販売と管理のセ Y ターとして「戦略配置」される意義を確定するこ止で

ある。分工場の戦略的配置は，第 lに鉄道そのものの排除をふ〈む.鉄道の地

域的賃率，頼醸性を考慮した鉄道会社との協定，鉄道会社の合併等々の競争過

程であり，第2に，自動車産業と関連産業との競争過程であり，第3に，販路

の独占のためのディーラ一政策，地方に分散した idleca pitalの結合，統轄に

おける競争過程を構成する。しかも， 1909年夏の分工場計画は，アメリカ圏内

での戦略的地点への配備計画であっただけでなく，イギリス・フォードをはじ

め全世界的な配備計画であったことは注目されるべきである。

だが，同時に，分工場の設置は，、「地域的分工場を経済的にひきあうものに

するだけの十分な産出高をもっている」聞ことを前提とするものであって， こ

の点では， 1920年代にフォードと激しく対抗したγ ボレ一社が 6つの分工場を

建設した白は， GMCo との再編成をとげた第工次大戦以降であった乙とと対

比することができょう。

第 5表は， フォードの全販売高にしめる分工場のウエイトであるが，その比

重を高めている乙とが明らかであるe

きて，この分工場のフラ γ手・ 7 ネージャーは rあらゆるところで特定地

域内の販売にかんする一般的統制を担当するように設定され，ディーラーや版

31) Nevin~ &. HII， Fnrd; R.中出tsionand Cha1lenge， 1957， p. 255. 
32) A. Nevins.噌 .cit.. p. 501 
出) 1.ゐid，pp. 407-40.9 
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売代理屈と契約し， (いくつか多様に区分される〕買手との協定に署名し，さらに

会社によって与えられた販売手形を執行する。ーだが，彼らは，厳密には，

どの代理契約もキャンセノレすることは禁じられており，そうした権限は，会社

第 5表 フォードの総販売高にしめる分工場販売の比重

会計年次 総販売品(ドル〉 分工場販売両〈ドル〕 % 

1909. 9. 30 9，041，290.55 5，528，024.53 62.2% 

10. 9. 30 16，711，沼9.45 11，181，998.88 66.9% 

11. 9. 30 24，656，767.75 17，111，888.87 69.4% 

12. 9.. 30 42，477，677.22 30，888，135.05 72.7% 

13. 9. 3日 89，108，884.56 70，251，786.78 78.8% 

14. 9. 30 119，489，316.99 95，124.724.67 79.6% 

15. 7. 31 121，130，859.63 104，622，232.68 86.4% 

16. 7. 31 206，867，327.46 181，628，851.43 87.8% 

出所) Al1an Nevins， op. cit.， p. 652 

によって維持されていた。……ブランチは，サービス標準を高めておくために，

その地域のディーラーをしっかり監督すること， 司白自動車・部品・アクセサ

リ一価格の完全な統制を用意した。」叫

公表価格制度を形式とする「両段階の価格決定権」の掌握をいっそう拡大し，

顧客にたいし，価格が設定されていないでいる部品にたいしても価格表を提供

し，そうした部品目排除と，それを吸う販売組織の再編をおしすすめていった。

部品ストヅク白取扱方法・修理法・工具の使用法の普及を巡回代理人(travclling 

Agents) の派遣によってすすめた。こうした過程は，ティーラーの営業の秘密

を集中し，統制していく手段の発展として，さらに，ディーラ一政策へと具体

化され口、く。

すなわち，第 4に， 1912年末までには， フ方 ドの販売組織として， 人口

4000人以上のすべての町 (2口00) と全ての都市に販売代理庖を網羅し， 1913年

には約7000のディーラー組織を系列化した。

34) Ib試， p.402. 
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バーツメーカーの場合と同様に， ディーラーの販売努力， フォード部品のス

トック，熟練工と修理工場などサーピR活動についての標準が与えられ，ディ

ーラーへのフランチャイズ権とひきかえに，ディ ヲ の割当地域での他メー

カーのディーラーとの競争状態が監視され，

率政策が実施された冊。

彼らの利益部分にあたる共通割引

のちに， 来 ドセンなどとともに GMに転じたホ キンスが指悔したディ

ヲ政策は， ζの段階では， ディ ヲ 当りの割当地域を縮めて， Y ィープー

数の増大をはかるところに中心がおかれていた。

i1913年までの主要な問題は， 登録される乙二とを耳肘寺している影響ある人々

の間での選択ということであった。」町〔傍点 ~I用者〕

1913年 3月，一応の確立をみた全国的分工場を背骨とするディーラー組織D

確社は，割当地域の縮減，ディーラ 数の拡大により版路の独占化左ティーヲ

ー統制j手段の結合というホーキ/7，の政策に表明されたが. 1916年 3月には，

28分工場. 51非生産部門とこれに対応する販路の独占， ディーラー統制の同期

化がすすんだ。

このように， セノレデン特許体制一一方ノレテノレ価格政策を打破したフォードの

低価格政策を基準とする同期大量生産・販売の技術独占を背景と Lた競争手段

が整備，確立されてくる過程は，その企業内の管理手段の発展によるー←とく

に労働者まで切規格化をふくむ一一合理化と再編，さらに，フォードの外部にあ

って関連する資本所有からの営業の秘密を剥奪し，管理・再編することをつう

じて果たされたということがあきらかにされたであろう。 この点を指摘するこ

と』土， フォード低価格政策の本質を考える場合にとくに必要なものであろう問。

(2) ノレ ジュ計画と同族支配形態 (1915-1919年〉

35) Ibid.， pp. 403---404 
36) Ibid.， p. 509 
37) フォードの恒価格政策を，いわゆる「独占価格=高価格」のドグマ批判の典型として例証され

た，新田世三氏らは，その低価格自合意を「参入阻止価幡」詰視角から，潜在的需要圧カのもと
では独占価格とし、えど低価格化されると説明される。だが，むLろ競争手段をおさえていくうえ
での技術的強占がもっ意義とその隔絶した力能において説明されるべきである。あえていえば，
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1915年の計画決定から1925年の完全な操業化体制にいたる， ミシガン・リパ

・ノレージ品工場を軸とする，所有権をともなった垂直統合過程の展開は，低

価格政策と同期大量生産，販売を合理化するうえで新たな発展局面である。さ

らに，この計画は，一般部品の直接生産方式のみならず r盆山から完成主ま

で，一貫生産!J体系として，独占価格原材料の統合を予定したものだが， 、ー
」

の後の場合のもたらす競争戦上の意義づけは，次稿に予定しており， ここでl土，

フォード体制をいっそう強化するために行われた垂直統合の競争手段の恵義と

これを保障する同族支配形態の関連をとりあっかうことにしよう。

まず，購入制度から直接生産JJ式への前進は，次のような諸契機によって必

然化された。第 1に，低価格政策，同期大量生産にとヮて，購入制度を媒介と

する規格化，専門化は 1つの前進だったが， 「会社は，その専門化した供給

業者の生産に非常に依存することになり，その結果， その営業は， 部品や原料

の遅延した引渡しのために， 30分以内の停止をしばしば経験」閉したのであっ

流通資本の節約

リスクを拡大するとすれば，直接に

所有権をともなう直接生産方式が要請される。

固定費の節約と分散化，た。営業費を統制するための規格化，

等がむしろ， その統制機能が発揮されず，

その生産の指揮をとるための，

とくに， 当時にあっては，部品製造業自体の高収益性という条件が保障された

もとでは，規格化，標準化の企業外部への庄力が購入制度によっては，独立企

業の全般的監督を困難にLていたこと，さらに，フォード自身がそうした部品

生産の高収益性を対象としたζ と，という契機があった。

これらの契機については，低価格政策を保障するためにも，直接生産方式が，

「あらゆる部面へのフォード方式の適用」の名のもとに，合理的なものとされ

た。営業費統制上，パーツメーカーから直接生産方式への発展は， 以前の市場

よりも部品を安価にす石原則のもとに， たとえば， ウエスタン"7-，クリュ・マ

自由競争の排除の上にお乙なわれる独占(~前期的独占〕と，これを排除せず，これと並んでこ
れを前提しておこなわれる独占(~近代的唱虫占〉の混同という視角がみられあと L、うことである a

く御園生等，新田俊三「独占価格j昭和42年.参照〕
38) L. H. Seltzer I op.叫ん v.100.
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シン社 (West町 nScrew Machine Co.)から， 1000個当り 50ドルで購入していた

ボノレトは， ζ の方式によれば， 8.70ドルのコストで生産され， その年間の節約

は， 60万ドノレ近かったという。このような形態の節約は， トランλ ミグショ:/，

スプリング・ロッド等に及んだ叫。

さらに，利益の集約性の認識についても， 1910年段階でも， W.Eフラ γタ

ースは， I成功企菜は，それら(部品・アクセサリーなど一一原注〉を外部から買

うよとは不可能で，それ自身り機械工場を持たねばならね。JIもはや，モータ

とトラ:/?ミッションの 2つでは利益の余地はない。J40
)という形で主張して

し、丈と。

このような利益機会を求める動きは， 1915年以降，フ止ードによって Iマ

ネージメントの関心では，いまや，原料輸送に転換している。 ー・・現在及び将

来の最大のコストの節約は，製造よりもむしろ運搬 (movjng)から生まれそう

である。」叫と主張された。

規格化，同期化をおしすすめるための，購入制度から直接生産方式への展開

は，パーツメーカー，ディーラーとの関係，両段階を統制する営業政策の新た

な展開としてあらわれる。

その直接的な部品販売面への統制は，さきにのべた部品の公表価格帯jの適用

を挺子に，たとえば，恐慌期でも根づよい置換部品需要への進出として， 1913 

年の不況時には， フォードの部品販売収益は， 480万ドノレ以上にのぼり，フォ

ード車のウエイ卜の高まりとともに，完成新車のコスト統制以上の意義，たん

なる追加的プレミアムの補償という以上の意義をもっていった叫。さらに 1920

年を境として1000万台をこえる登録自動車の置換需要，とりわけ， 1924年 6月

には 500万台水準から 1000万台水準に達したフォ ド車のλベア部品市場の意

義は，ポスト Y ・ニューズ・ピュ ロ (Il田[0且 New!SB開閉，)の試算が示し

39) Ib試， p. 101 
40) A. Nevins， op. cit.， p. 476， Rび R.C. Epstei町 op.cit.， p. 50-57. 
41) Nevins & HI:I， 0.ρcit.， p. 204 
42) A. Nevins， 噌 cit.，p. 491 
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てくれる。 使用中のフォード車を700万台と想定し，フォード車所有者の年聞

の部品購入平均40ドツレのうち28ドルをフォード社から購入すると，粗販売高 l

億9600万ドル，純利益2900万ドノレ，したがって同期の全フォードの収益の 35.3

%のウェイトを占めたという ζ とである叫。

だが，こうしたフォードの直接生産方式は，株主再日当の中止という措置主主

もにすすめられたために. 1916-19年に，有名なダ γ ジ訴訟として係争された。

1916年 8月31日 H フォードが I会社の利潤の大量は，会社の業務に再投

資する」という発表を行ったζ とにたいする，フォードの10%の株式保有者，

ダッジ兄弟の告訴理由は，つぎのようであった。 ①会社株式資本を2500万ド

ルに制限している， ミVガγ法違反。①拡張計画一一越権行為。①破壊的価

格切Tげ。④ H フォードの会社支配α ③博愛主義的目的のための株主利益

の犠牲。@自動車産業の独占的意図，等々叫。 乙れにたいし，同年12月9日，

ウェイ γ地方巡回裁判(ミシガγ〉判決では， 拡張禁止命令が発せられ， 原告

側保護のため経費支出が差留めされた。 17年12月5日， ミシガY高等裁判判決

では，主に，法的制限を ζ えた投資(拡張計画〉という点をみとめるとともに，

その超過分にかぎる分配を決定した。 19年 2月9日， ミシガン最高裁決定では，

会社の株式資本の法的制限を規定したミおガン法は，利潤の再投資による会社

資産への実質的追加を制限するものではないとし，拡張計画そのものは越権行

為でないとした。他方，特別回当の分配は，一部変更を加えたがこれを認め，

1000万ドルの分配が実施されることになった。との寸E程で. 1918年12月，且

フォードは. フォード・モ タ一社(ミ γガγ〕からの辞任を発表し. 別会社

の設立の脅しで小数株主の株を買収し，小数株の購入とその資金調達のために，

2つの持株会社， ヘンリー・フォード & サ Y社 (HenryFord & Son Inc 

New York) とイースタン持株会社 (EasternHoldi唱 Co.Deraware)を組織した。

19年 7月9日に創設されたデヲウェア社は 6日後，ボYド&!!ッドウィ γ

4::1) Nevins & Hill， ot. i:it.， p. 267 
44) L. H. Seltzer， ot. cit.， p. 104 
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社(Bond& Goodwin)， チエース・ナヨノ忍ナノレ銀行， (the Chase National Bank)， 

オ ルド・ヨロ三イ・トラスト社 (theOlds Colony Trust Co.，)からなる投資ツ

Yジケートと協定し. 7500万ドル調達Lて，小数株の買収を完了し. ミシガン

社.ニ旦ーヨーク社の資産を肩がわりし，同族支配の新フォードに再組織した

のである")

以上からあきらかなように，このフ k ードの同族支配形態は，低価格政策を

支える，直接生産方式「技術独占」強化の過程と深〈結びついていたのであれ

同族支配による経営権の集中は，フォードの生産の基礎概念といわれる原料・

資材の「流れほow)Jを満足させないような状況から身を守るための一手段，

原料の独占への経路をひらく ζ とにあったといってよいであろう。

「我々の営業は，自動車製造に集中している， もL我々に販売する人々が調

査によって我々が正しいと信じる価格で製造しようとしないのならば.我々は

その商品を我々自身で造るのだ。J叫

1917年 1月，重要原料部門への進出の決定は，従来の部品供給業者ιの関係

以上白意味をもつものだが，これは次稿で明らかにされな日ればならない。

45) Ibid.， pp. llO-114 
46) Nevins & Hill. 0.少 cit..pp. 202-2回


